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北九州市告示第１１４号  

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第

１項の規定により、平成２８年度の一般廃棄物処理実施計画を定めたので、北

九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成５年北九州市条例第２８

号）第１１条第２項の規定により、次のとおり告示する。  

  平成２８年４月１日  

北九州市長 北 橋 健 治   

平成２８年度一般廃棄物処理実施計画  

１ 一般廃棄物の区分  

 （１）ごみ 

ア 市の施設で処分するもの  

区分 廃棄物の内容  

家庭ごみ 家庭から排出される日常生活に伴って生ずる生ごみ、

プラスチック類及び紙くず並びにこれらと性状が同等

に取り扱い得るもの  

家庭の住居と事業所が建物の構造上一体で、家庭から

排出されるものと事業活動に伴って排出される一般廃

棄物との区別が難しく、家庭並みのごみ量の事業所か

ら排出される一般廃棄物  

資源化物  家庭から排出されるかん、びん、ペットボトル、紙製

の容器包装（飲料を充てんするための容器（原材料と

してアルミニウムが利用されているものを除く。）に

限る。以下「紙パック」という。）及び発泡スチロー

ル製食品用トレイ（以下「トレイ」という。）  

粗大ごみ（特

定家庭用機器

廃棄物を除く

。） 

家庭から排出される家具、寝具、電化製品、厨房器具

、自転車等で、家庭ごみ及び資源化物として収集しな

いもの  

引越し等に伴い一時的に多量に家庭から排出されるも

の 

動物の死体  犬、猫等小動物の死体  

その他  環境保全上処理を必要とする不法投棄ごみ等  

自己搬入ごみ

（資源化可能

な紙くず、木  

事業活動に伴って排出される一般廃棄物であって、家

庭ごみ及び粗大ごみと同等のごみで、家庭から排出さ

れるごみの処理に支障のない量のもののうち、許可業  
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くず及び特定

家庭用機器廃

棄物を除く。

） 

者又は排出者自らが収集運搬するもの  

家庭から排出される資源化物以外のごみで、許可業者

又は排出者自らが収集運搬するもの  

注 特定家庭用機器廃棄物とは、特定家庭用機器再商品化法（平成１０

年法律第９７号）第２条第５項に定めるものをいう。以下同じ。  

イ 許可業者の施設で処分するもの  

区分 廃棄物の内容  

許可業者処理

ごみ 

別に定める処理区域で排出される可燃性のごみであっ

て、許可業者により焼却されるもの  

家庭から排出される蛍光管、一次電池、水銀体温計、

及び水銀血圧計で、許可業者により再資源化されるも

の 

家庭から排出される家庭用電化製品（特定家庭用機器

廃棄物を除く。）で許可業者により再資源化されるも

の 

家庭及び事業所から排出される紙くず、木くず及び繊

維くずで許可業者により再資源化されるもの  

家庭から排出されるかん、びん及びペットボトルであ

って許可業者により再資源化されるもの  

一般廃棄物焼却施設から排出される焼却灰であって許

可業者により再資源化されるもの  

事業所から排出される食品廃棄物であって許可業者に

より再資源化されるもの  

リサイクル法

又は広域認定

制度により資

源化するもの  

家庭から排出される使用済小型電子機器等（以下「小

型家電」という。）  

特定家庭用機器廃棄物  

家庭から排出されるプラスチック製容器包装  

家庭から排出されるパーソナルコンピューター、二輪

自動車及びＦＲＰ船 

注 使用済小型電子機器等とは、使用済小型電子機器等の再資源化の促

進に関する法律（平成２４年法律第５７号）第２条第２項に定めるも

のをいう。以下同じ。  

ウ 製造業者等の再資源化施設で処分するもの  
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区分 廃棄物の内容  

資源化物  家庭から排出される小型の金属類（粗大ごみとして定  

 めているものを除く。以下「小物金属」という。）  

特定家庭用機

器廃棄物  

家庭から排出される、又は事業活動に伴って排出され

るユニット形エアコンディショナー（ウィンド形エア  

 コンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しく

は床置き形であるセパレート形エアコンディショナー

に限る。）、テレビジョン受信機（ブラウン管式並び

に液晶式及びプラズマ式のもの（液晶式のものについ

ては、電源として一次電池又は蓄電池を使用しないも

のに限り、建築物に組み込むことができるように設計

したものを除く。）に限る。）、電気冷蔵庫、電気冷

凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機  

エ 市が処理委託した再資源化業者の施設で処分するもの  

区分 廃棄物の内容  

資源化物  家庭から排出される蛍光管  

家庭から排出されるプラスチック製容器包装  

（２）し尿 

区分 廃棄物の内容  

市収集し尿  家庭から排出されるし尿で収集が必要なもの  

事業活動に伴って排出されるし尿で収集が必要なもの

のうち、計画収集が可能なもの  

自己搬入し尿  事業活動に伴って排出されるし尿で収集が必要なもの  

（３）浄化槽汚泥  

区分 廃棄物の内容  

浄化槽汚泥  浄化槽汚泥  

２ 計画処理の概要  

区分 計画処理量  

ご
み 

市収集ごみ  ２１６，６００ｔ 

自己搬入ごみ  １６２，０００ｔ 

許可業者処理ごみ １８，０００ｔ  

動物の死体  ６，５００個 

し
尿 

市収集し尿  ８，０００ｋｌ  

自己搬入し尿  ９，０００ｋｌ  
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浄化槽汚泥  １８，０００ｋｌ  

 注 市収集ごみは、家庭ごみ、資源化物、粗大ごみ及びその他  

３ 処理計画  

  北九州市循環型社会形成推進基本計画に基づき、ごみの減量・資源化と適

正処理の取組みを行う。  

 （１）ごみの排出抑制・再使用・再資源化計画  

  ア 排出抑制の方法  

（ア）家庭ごみの指定袋制度の実施  

指定袋による家庭ごみの収集を実施し、家庭ごみの排出量抑制を図る

。 

（イ）資源化物の指定袋制度の実施  

指定袋による資源化物（市長が別に定めるものを除く。）の収集を実  

施し、資源化物の排出抑制及び分別促進を図る。  

（ウ）古紙リサイクルの促進  

家庭から排出される古紙が資源としてリサイクルされるよう、古紙回

収奨励金制度、古紙回収用保管庫貸与制度、新聞販売店回収等により、

地域の実情に応じて雑がみを含めた古紙回収を促進する。  

また、事業所から排出される古紙については、民間の古紙リサイクル

施設へ収集運搬されるように働きかけるほか、商店街等に古紙回収用保

管庫を貸与するオフィス町内会等により古紙回収を促進する。  

（エ）古着リサイクルの促進  

 家庭から排出される古着のリサイクルを進めるため、回収奨励金制度

等により、分別排出に取り組みやすい体制づくりを図る。また、回収し

た古着の一部をリユースする。  

（オ）生ごみ等食品廃棄物の３Ｒの促進  

家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するため、生ご

みコンポスト化容器活用講座等の実施や、コンポストの用途拡大に取り

組む。また、「食品ロス」の削減に向け、「残しま宣言」運動等による

周知啓発や「使い切り・食べ切り・水切り運動」の普及等を通じて、生

ごみの排出抑制を図る。さらに、食品循環資源の再生利用等の促進に関

する法律（平成１２年法律第１１６号）の改正状況を踏まえ、公共施設

等の事業所から排出される食品廃棄物の減量及び資源化の促進を図る。  

（カ）小型家電リサイクルの促進  

 回収方法の拡充により、家庭から排出される小型家電のリサイクル促

進を図る。  
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（キ）適正包装等の促進  

家庭から排出されるごみの減量化を推進するため、マイバッグの利用

の促進を図る。  

また、簡易包装の普及等を通じて、過剰包装の抑制を図る。  

（ク）事業系一般廃棄物の減量化及び資源化の促進  

北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき、排出事業

者に対し、ごみの減量化及び資源化に関する指導を徹底し、事業系一般

廃棄物の減量化及び資源化を促進する。  

ａ ごみ処理マニュアルの作成や事業所戸別訪問による、ごみ減量化

・適正排出に向けた指導及び啓発  

ｂ 市の処理施設における搬入ごみ検査の強化による、適正処理と減

量・リサイクルの促進  

ｃ 古紙、かん、びん、廃木材、被服等資源化物のリサイクルの促進  

ｄ オフィス町内会の組織化の促進による古紙の減量化及び資源化の

促進 

ｅ 事業所から排出されるごみの組成調査  

ｆ 市役所内から排出されるごみの減量化及び資源化の徹底  

ｇ 事業者・市民・行政の連携による食品廃棄物の減量・資源化の促  

 進 

（ケ）ごみの減量・資源化及び適正処理に関する市民及び事業者に対す

る広報及び啓発活動の実施  

ａ 環境ミュージアムの活用  

ｂ 「出前講演」の実施  

ｃ ホームページの活用  

ｄ 環境情報誌「ていたんプレス」の発行  

ｅ 「大都市減量化・資源化共同キャンペーン」の実施  

ｆ 市民リサイクル啓発用映像の活用  

ｇ 「北九州市の環境」の発行  

ｈ ごみ処理施設等の施設見学の受入れ  

ｉ 北九州市３Ｒ活動推進表彰の実施  

ｊ 家庭ごみステーションにおける排出指導・啓発及び地域の取組み

支援の実施  

ｋ その他 市民等がごみ問題に取り組むために必要な広報活動及び

情報提供  
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  イ 再資源化の方法及び量  

再資源化の方法  計画処理量  

資源化物のうち、かん、びん及びペットボトルを選別

し、再資源化業者に引き渡す。  

１０，６００ｔ  

資源化物のうち、プラスチック製容器包装を選別し、

再資源化業者に引き渡す。  

７，２００ｔ 

資源化物のうち、紙パック及びトレイを選別し、再資

源化業者に引き渡す。  

２５０ｔ  

資源化物のうち、蛍光管を再資源化業者に引き渡す。 ８０ｔ 

資源化物のうち、小物金属を再資源化業者に引き渡  １３０ｔ 

す。  

資源化物のうち、小型家電を再資源化業者に引き渡す

。 

 ６ｔ  

粗大ごみのうち、小型家電を再資源化業者に引き渡す

。 

   １００ｔ  

家庭から排出される古紙を地域で回収し、再資源化業

者に引き渡す。  

２５，３００ｔ  

家庭から排出されるせん定枝を地域で回収し、再資源

化業者に引き渡す。  

１７０ｔ 

家庭から排出される廃食用油を地域で回収し、再資       ５ｔ  

源化業者に引き渡す。   

家庭から排出される生ごみ等を家庭で堆肥化し利用す

る。 

      ―  

家庭から排出されるインクカートリッジを市役所及び

区役所で回収し、再資源化業者に引き渡す。（廃棄物

の処理及び清掃に関する法律第９条の９に基づく広域

認定制度）  

      ―  

家庭から排出される古着を区役所等公共施設、北部九

州・古着地域循環推進協議会に参加する事業者の店頭

等で回収し、再資源化業者に引き渡す。  

４００ｔ  

新門司工場に搬入されるごみを溶融処理した後にスラ

グ及びメタルを回収し、再資源化業者に引き渡す。  

スラグ  

１６，２００ｔ  

メタル  

 １，６００ｔ  
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日明工場（粗大ごみ資源化センター）に搬入されるご

みの中から鉄を回収し、再資源化業者に引き渡す。  

６９０ｔ  

事業活動に伴って排出される古紙を事業者版の集団資

源回収組織である「オフィス町内会」で回収し、再資

源化業者に引き渡す。  

３２０ｔ 

事業活動に伴って排出される廃木材及びせん定枝をチ

ップ化し、再資源化する。  

１３，４００ｔ  

事業活動に伴って排出される紙くずを再資源化する。   ３，６００ｔ  

事業活動に伴って排出される食品廃棄物を再資源化す

る。 

６００ｔ  

  注  ペットボトル、トレイ（白色トレイに限る。）、プラスチック製

容器包装及びびん（白びん及び茶びんを除く。）については、公益

財団法人日本容器包装リサイクル協会に引き渡して再資源化する。  

ウ 再資源化関連施設の概要  

施設名  処理

する

者 

再資源化

対象物  

所在地  処理方式  処理能力  

新門司

工場 

市 紙パック

及びトレ  

門司区新

門司三丁  

ストックヤード   

  イ 目７９番

地  

  

日明工

場（粗

大ごみ

資源化  

市 鉄 小倉北区

西港町９

６番地の

２  

クロスベルト角型

電磁式  

６ｔ 

／１時間  

センタ

ー） 

     

日明か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 かん、び

ん及びペ

ットボト

ル 

小倉北区

西港町９

６番地の

２  

アルミ缶の選別  

永久磁石回転プ

ーリー式  

スチール缶の選別  

 クロスベルト角

型電磁式  

５２．５ｔ  

／５時間  
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びん及びペットボ

トルの手選別  

     直線ベルトコン

ベア式  

 

  紙パック

及びトレ

イ 

小倉北区

西港町９

６番地の

２  

ストックヤード   

本城か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 かん、び

ん及びペ

ットボト

ル 

八幡西区

洞北町７

番１０号  

アルミ缶の選別  

 永久磁石回転プ

ーリー式  

スチール缶の選別  

電磁永磁併用吊

り下げ方式 

びん及びペットボ

トルの手選別  

 直線ベルトコン

ベア式  

６３ｔ 

／５時間  

  紙パック

及びトレ  

八幡西区

洞北町７  

ストックヤード   

  イ 番１０号    

北九州

市プラ

スチッ

ク資源

化セン  

市 プラスチ

ック製容

器包装  

小倉北区

西港町８

６番１３

号  

揺動式ふるい  

直線ベルトコン

ベア式  

６０ｔ  

／１２時間  

ター      

木材開  許可 廃木材  若松区南  ハンマー式  １２０ｔ  

発株式

会社の

施設 

業者  二島五丁

目３番２

号  

 ／８時間  

ホクザ

イ運輸

株式会

許可

業者 

廃木材  

せん定枝  

小倉北区

西港町７

２番地の

ハンマー式  ７００ｔ  

 ／８時間 
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社の施

設 

３２、３

３、３４

、３５及

び４２  

梅﨑礦

業株式

会社の

施設 

許可

業者 

廃木材  門司区新

門司三丁

目６７番

１６号  

回転ナイフ式  １８ｔ 

／８時間  

株式会

社金田

商店の

施設 

許可

業者 

廃木材  門司区新

門司三丁

目６７番

６１  

一軸破砕機  

（自走式）  

二軸破砕機  

（自走式）  

９３．１ｔ

／５時間  

株式会

社守恒

造園建

設の施

設 

許可

業者 

廃木材  

せん定枝  

小倉南区

大字堀越

４８３番

地の１及

び５１０  

番地の１  

回転ナイフ式  ４ｔ／８時

間 

株式会

社野原

商会の

施設 

許可

業者 

木くず  

紙くず  

繊維くず  

門司区新

門司三丁

目２５番  

二軸破砕機  

一軸破砕機  

圧縮梱包機  

４２．２ｔ

／５時間  

株式会

社野原

商会の

施設 

許可

業者 

木くず  

紙くず  

繊維くず  

門司区新

門司三丁

目５２番  

二軸式破砕機  

圧縮梱包機  

１１４．７

ｔ／５時間  

株式会

社坪井

商店の

施設 

許可

業者 

紙くず  

 

小倉北区

高浜二丁

目１２１

番６  

油圧プレス式  １００ｔ／

８時間  

北九資

源株式

会社の

施設 

許可

業者 

紙くず  

 

小倉北区

青葉一丁

目２番７

号  

油圧プレス式  ６０ｔ  

／５時間  
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株式会

社ジェ  

許可

業者 

蛍光管  

一次電池  

若松区響

町一丁目  

湿式二軸せん断破

砕機  

２３．９ｔ  

／１２時間  

イ・リ

ライツ

の施設  

 水銀体温

計 

水銀血圧

計 

６２番地

の１７  

乾式スクリュー型

破砕機  

ハンマー式  

 

九州メ

タル株

式会社

の施設  

許可

業者 

特定家庭

用機器廃

棄物（電

気冷蔵庫

及び電気

冷凍庫を

除く。）  

使用済Ｆ

ＲＰ船 

使用済パ

ーソナル

コンピュ

ーター  

使用済自

動二輪車  

小型家電  

小倉北区

西港町６

２番４  

破砕機  

選別機  

磁選機  

ふるい機  

 

２００ｔ／

８時間  

西日本

家電リ

サイク

ル株式

会社の

施設 

許可

業者 

特定家庭

用機器廃

棄物 

若松区響

町一丁目

６２番  

破砕機  

選別機  

磁選機  

減容機  

 

２８１．６

ｔ／２４時

間 

株式会  許可 家庭用電  若松区響  縦型一軸せん断式  ３６ｔ  

社リサ

イクル

テック

の施設  

業者 化製品（

特定家庭

用機器廃

棄物を除

く。）  

町一丁目

６２番地

の１３及

び１４  

油圧プレス式  ／２４時間  
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九州製  

紙株式

会社の

施設 

許可 

業者 

紙 八幡東区  

大字前田

２１４２

番地の１  

パルパー  １３５ｔ  

／２４時間  

株式会

社西日

本ペー

パーリ

サイク

ルの施

設 

許可

業者 

紙 若松区響

町一丁目

６２番地  

横型ハンマー式  

縦型せん断式  

油圧プレス式  

９０．１ｔ

／５時間 

株式会

社丸清

の施設  

許可

業者 

紙 若松区南

二島四丁

目２番１

８号  

油圧プレス式  １０２ｔ  

／５時間  

有限会

社ＫＡ

ＲＳの

施設 

許可

業者 

かん、び

ん、ペッ

トボトル

及び紙コ

ップ 

若松区響

町一丁目

６２番地

の１９  

アルミ缶の選別  

 高磁力回転ドラ

ム方式  

スチール缶の選別  

吊り下げ磁石方

式 

びん、ペットボト

ル及び紙コップの

手選別  

 直線ベルトコン

ベア式  

９６ｔ  

／２４時間  

西日本

ペット

ボトル

リサイ

クル株

式会社

の施設  

許可

業者 

ペットボ

トル 

若松区響

町一丁目

６２番  

フレーク処理  

ペレット処理  

８９．５

ｔ／２４時

間 
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株式会

社イマ

ナガの

施設 

許可

業者 

プラスチ

ック製容

器包装  

門司区新

門司三丁

目４１番  

ペレット処理  １４．４ｔ

／２４時間  

新日鐵

住金株

式会社

の施設  

許可

業者 

プラスチ

ック製容

器包装  

八幡東区

大字前田

２１４５

の２  

破砕機  

選別機  

減容成形機  

 

２１６ｔ  

／２４時間  

三菱マ

テリア

ル株式

会社の

施設 

許可

業者 

焼却灰  八幡西区

洞南町１

番１号  

水洗設備  

ロータリーキルン

式焼成炉  

１２０ｔ  

／２４時間  

日本磁

力選鉱

株式会

社の施

設 

 

 

許可

業者 

小型家電  若松区響

町一丁目

７９番地

の４、５

、６、７

、８及び

９  

回転式破砕  

磁力選別  

ふるい選別  

４２．５ｔ

／５時間  

山光金

属株式

会社の

施設 

許可

業者 

小型家電  

紙 

若松区響

町一丁目

１３番４  

二軸破砕機  

シュレッダー  

分級選別  

６９．９

ｔ／５時

間  

エ  リサイクルの推進、地域全体のゼロ・エミッションの実現及び循環  

型社会構築に資するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（昭和４６年政令第３００号）第４条に基づき、本市が承諾した場合に

広域的な受入れ処理を行うことができる再資源化施設の概要  

施設名  処理

する

者 

再資源化

対象物  

所在地  処理方式  処理能力  

日明か

んびん

資源化

市 ペットボ

トル 

小倉北区

西港町９

６番地の

ペットボトルの手

選別  

直線ベルトコン

５２．５ｔ  

／５時間  
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センタ

ー 

２  ベア式  

本城か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 ペットボ

トル 

八幡西区

洞北町７

番１０号  

ペットボトルの手

選別  

直線ベルトコン

ベア式  

６３ｔ  

／５時間  

北九州

市プラ

スチッ

ク資源  

市 プラスチ

ック製容

器包装  

小倉北区

西港町８

６番１３

号  

揺動式ふるい  

直線ベルトコン

ベア式  

６０ｔ  

／１２時間 

化セン

ター 

     

木材開

発株式  

会社の

施設 

許可

業者 

廃木材  若松区南

二島五丁  

目３番２

号  

ハンマー式  １２０ｔ  

／８時間  

ホクザ

イ運輸  

株式会

社の施

設 

許可

業者 

廃木材  

せん定枝  

小倉北区

西港町７

２番地の

３２、３

３、３４

、３５及

び４２  

ハンマー式  ７００ｔ  

 ／８時間 

株式会

社ジェ

イ・リ

ライツ

の施設  

許可

業者 

蛍光管  

一次電池  

水銀体温

計 

水銀血圧

計 

若松区響

町一丁目

６２番地

の１７  

湿式二軸せん断破

砕機  

乾式スクリュー型

破砕機  

ハンマー式  

２３．９ｔ  

／１２時

間 
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株式会

社リサ

イクル

テック

の施設  

許可

業者 

家庭用電

化製品（

特定家庭

用機器廃

棄物を除

く。）  

若松区響

町一丁目

６２番地

の１３及

び１４  

縦型一軸せん断式

油圧プレス式  

３６ｔ／２

４時間  

有限会

社ＫＡ

ＲＳの

施設 

許可

業者 

かん、び

ん、ペッ

トボトル

及び紙コ

ップ 

若松区響

町一丁目

６２番地

１９  

アルミ缶の選別  

 高磁力回転ドラ

ム方式  

スチール缶の選別

吊り下げ磁石方   

９６ｔ  

／２４時間  

     式  

びん、ペットボト

ル及び紙コップの

手選別  

 直線ベルトコン

ベア式  

 

九州製  許可 紙 八幡東区  パルパー  １３５ｔ  

紙株式

会社の

施設 

業者  大字前田

２１４２

番地の１  

 ／２４時

間 

三菱マ

テリア

ル株式

会社の

施設 

許可

業者 

焼却灰  八幡西区

洞南町１

番１号  

水洗設備  

ロータリーキルン

式焼成炉  

１２０ｔ／

２４時間  

（２）持ち出し、収集運搬の方法等及び量  

  ア ごみ 

区分 収集

する

者 

収集区

域の範

囲 

収集

回数  

持ち出し及び収

集運搬の方法  

収集運搬する量  処分の

方法  

家庭

ごみ 

市 市全域  週２

回 

ポリ袋ステーシ

ョン方式により

収集する。排出

１８８，８００       

ｔ 

焼却  
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者は、収集日当

日の午前８時３

０分までに市長

が指定する袋に

入れて所定の家

庭ごみステーシ

ョンに持ち出す

。 

※ふれあい収集

にあっては、週

１回戸別収集す

る。排出者は、

収集日当日の午

前８時３０分ま

でに市長が指定

する袋に入れて

所定の場所に持

ち出す。  

資源

化物

（か

ん及

びび

んに

限る

。） 

市 市全域 週１

回 

ポリ袋ステーシ

ョン方式により

収集する。排出

者は、収集日当

日の午前８時３

０分までに市長

が指定する袋に

入れて所定の資

源化物ステーシ

ョンに持ち出す

。 

※ふれあい収集

にあっては、週

１回戸別収集す

る。排出者は、

収集日当日の午

８，４００ｔ  選別処

理の後

再資源

化 
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前８時３０分ま

でに市長が指定

する袋に入れて

所定の場所に持

ち出す。  

資源

化物

（ペ

ット

ボト

ルに

限る

。） 

市 市全域 週１

回 

ポリ袋ステーシ

ョン方式により

収集する。排出

者は、収集日当

日の午前８時３

０分までに市長

が指定する袋に

入れて所定の資

源化物ステーシ

ョンに持ち出す

。 

※ふれあい収集

にあっては、週

１回戸別収集す

る。排出者は、

収集日当日の午

前８時３０分ま

でに市長が指定

する袋に入れて

所定の場所に持

ち出す。  

２，２００ｔ  選別処

理の後

再資源

化 

資源

化物

（プ

ラス

チッ

ク製

容器

包装

市 市全域  週１

回 

ポリ袋ステーシ

ョン方式により

収集する。排出

者は、収集日当

日の午前８時３

０分までに市長

が指定する袋に

入れて所定の資

７，２００ｔ  選別処

理の後

再資源

化 

40



に限

る。

） 

源化物ステーシ

ョンに持ち出す

。 

※ふれあい収集

にあっては、週

１回戸別収集す

る。排出者は、

収集日当日の午

前８時３０分ま

でに市長が指定

する袋に入れて

所定の場所に持

ち出す。  

資源

化物

（紙

パッ

ク及

びト

レイ

に限

る。

） 

市 市全域  随時  拠点回収方式に

より収集する。

排出者は、回収

拠点の回収ボッ

クスに投入する

。 

２５０ｔ  選別処

理の後

再資源

化 

資源

化物

（小

物金

属に

限る

。） 

市 市全域  随時  拠点回収方式に

より収集する。

排出者は、回収

拠点の回収ボッ

クスに投入する

。 

１３０ｔ  再資源

化 

資源

化物

（蛍

光管

市 市全域  随時  拠点回収方式に

より収集する。

排出者は、回収

拠点の回収ボッ

８０ｔ  再資源

化 

41



に限

る。

） 

クスに投入する

。 

資源

化物

（小

型家

電に

限る

。） 

市 市全域  随時  拠点回収方式に

より収集する。

排出者は、回収

拠点の回収ボッ

クスに投入する

。 

    ６ｔ 再資源

化 

粗大

ごみ

（特

定家

庭用

機器

廃棄

物を

除く

。） 

市 市全域  月１

回（

ただ

し、

引越

ごみ

につ

いて

は必

要に

応じ

てそ

の都

度、

馬島

及び

藍島

につ

いて

は年

６回

） 

戸別収集方式（

馬島及び藍島に

ついては、ステ

ーション方式）

により収集する

。 

（１）一般収

集にあっては

、排出者は、

一般収集の処

理手数料に見

合った額の「

北九州市粗大

ごみ処理手数

料納付券」に

氏名又は受付

番号を記入の

上、粗大ごみ

に明確に分か

るように貼付

して、粗大ご

み受付センタ

ーで受け付け

た場所に持ち

３，５００ｔ  (1) 焼 

 却  

(2) 破

砕し

、鉄

類を

回収

した

後焼

却  

(3)小

型家

電の

一部

を選

別し

、再

資源

化  
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出す。  

（２）特別収集

にあっては、

排出者は、特

別収集に見合

った額の「北

九州市粗大ご

み処理手数料

納付券」に氏

名又は受付番

号を記入の上

、粗大ごみに

明確に分かる

ように貼付し

て、粗大ごみ

受付センター

の指示に従っ

て、市に引き

渡す。  

動物

の死

体 

市、

排出

者及

び許

可業

者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度  

飛散流出しない

方法 

６，５００個  焼却  

その

他 

市 市全域  必要

に応

じて

その

都度  

飛散流出しない

方法 

６，０００ｔ  (1) 焼 

却  

(2) か 

ん、

びん

及び

ペッ 

      トボ

トル
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を選

別処

理の

後再

資源

化  

(3) 破 

砕し

鉄類

を回

収し

た後

焼却 

(4) 埋

立て 

自己

搬入

ごみ

（資

源化

可能

な紙

くず

、木

くず

及び

特定

家庭

用機

器廃

棄物

を除

く。

） 

排出

者及

び許

可業

者 

市全域  必要

に応

じて

その

都度  

飛散流出しない

方法 

１６２，０００  

      ｔ 

(1) 焼

却  

(2) 破

砕し

、鉄

類を

回収

した

後焼

却  

(3) 埋

立て 
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許可

業者

処理

ごみ

（別

に定

める

処理

区域

で排

出さ

れる

可燃

性の

ごみ

に限

る。

） 

排出

者及

び許

可業

者 

別に定

める区

域 

必要

に応

じて

その

都度  

飛散流出しない

方法 

４４０ｔ  (1) 廃

木材

及び

せん

定枝

につ

いて

は、

チッ

プ化

によ

り再

資源

化  

(2) そ

の他

のも

のに

つい

ては

、焼

却  

許可

業者

処理

ごみ

（廃

木材

及び

せん

定枝

に限 

排出

者及

び許

可業

者 

市全域  必要

に応

じて

その

都度  

飛散流出しない

方法 

１３，４００ｔ  再資源

化 

る。 

） 
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許可

業者

処理

ごみ

（紙

に限

る。

） 

市、

排出

者及

び許

可業

者 

市全域 必要

に応

じて

その

都度  

飛散流出しない

方法 

３，６００ｔ  再資源

化 

許可

業者

処理

ごみ

（食

品廃

棄物

に限

る。

） 

許可

業者 

市全域  必要

に応

じて

その

都度  

飛散流出しない

方法 

６００ｔ  再資源

化 

   注１ 家庭ごみの持ち出しに使用する市長が指定する袋  

区分 材質 容量  色、文字等  製造者  

大袋 高密度

ポリエ

チレン  

４５Ｌ  無色半透明  

北九州市家庭ごみ用指定袋（大

）その他市長が指定する文字等  

市 

中袋 高密度  ３０Ｌ  無色半透明  市 

 ポリエ

チレン  

 北九州市家庭ごみ用指定袋（中

）その他市長が指定する文字等  

 

小袋 高密度  ２０Ｌ  無色半透明  市 

 ポリエ

チレン  

 北九州市家庭ごみ用指定袋（小

）その他市長が指定する文字等  

 

特小袋  高密度

ポリエ

チレン  

１０Ｌ  無色半透明  

北九州市家庭ごみ用指定袋（特

小）その他市長が指定する文字  

等 

市 

   注２ 資源化物（市長が別に定めたものを除く。）の持ち出しに使用す
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る市長が指定する袋  

区分 材質 容量  色、文字等  製造者  

かん・

びん用  

高密度

ポリエ

チレン  

２５Ｌ  無色半透明  

北九州市かん・びん用指定袋そ

の他市長が指定する文字等  

市 

ペット

ボトル

用（大  

高密度

ポリエ

チレン  

４５Ｌ  無色半透明  

北九州市ペットボトル用指定袋

（大）その他市長が指定する文  

市 

袋）   字等  

ペット

ボトル

用（小

袋） 

高密度

ポリエ

チレン  

２５Ｌ  無色半透明北九州市ペットボト

ル用指定袋（小）その他市長が

指定する文字等  

市 

プラス

チック

製容器

包装用

（大袋

） 

高密度

ポリエ

チレン  

４５Ｌ  無色半透明  

北九州市プラスチック製容器包

装用指定袋（大）その他市長が

指定する文字等  

市 

プラス

チック

製容器

包装用

（小袋

） 

高密度

ポリエ

チレン  

２５Ｌ  無色半透明  

北九州市プラスチック製容器包

装用指定袋（小）その他市長が

指定する文字等  

市 

   注３ 家庭ごみ及び資源化物（かん、びん、ペットボトル及びプラスチ

ック製容器包装に限る。）の町ごとの収集曜日は、別表のとおりとす

る。ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）の収集日に

ついては、排出者に別途周知する。  

注４  ふれあい収集の対象者  

    家庭から出るごみ及び資源化物を自ら又は親族、地域住民、ボランテ

ィア等の協力により、ステーションに持ち出すことが困難な者で、次

の各号のいずれかで構成される世帯。  

    （１）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規定による
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要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による

審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第４８

号）第１条第１項に規定する要介護２以上に該当すると認められ

た者。 

    （２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条に規定する障害福祉サービ

スの受給認定を受けている者。  

   注５ 粗大ごみの一般収集及び特別収集の区分  

区分 説明  

一般収集  粗大ごみ受付センターで受け付けた場所に持ち出された

粗大ごみを収集すること。  

特別収集  次項の表に掲げる者で構成される世帯に属する者の求め  

 に応じ、当該世帯の住居から粗大ごみを収集すること。  

   注６ 粗大ごみの特別収集の対象者  

区分 対象者  

高齢者  満６５歳以上の者  

身体障害者  身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条

に規定する身体障害者  

知的障害者  児童相談所又は障害福祉センターにおいて知的障害者と

の判定を受けている者  

精神障害者  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第５条に規定する精神障害者  

傷病者  傷病又は疾病のため、一時的に体力の低下している者  

妊産婦  妊婦又は産後８週間の期間にある者  

年少者  満１６歳未満の者  

その他  その他体力の面から粗大ごみの持ち出しが困難と市長が  

 認める者  

   注７ 粗大ごみの特別収集の対象とならない物  

    （１）人手（３人）により持ち出すことができない物  

    （２）取外し作業、解体作業その他特別な作業を行わなければ、持ち

出すことができない物  

   注８ 収集運搬業については、現状の体制で市内で発生する一般廃棄物

を収集運搬する能力が充足しているため、基本的に新規の許可は行

わない。ただし、能力が不足する場合は、この限りではない。  
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   注９ 許可業者処理ごみ（紙に限る。）において、市が収集する物  

    （１）市立小学校及び市立中学校から排出される紙パック  

    （２）市立幼稚園、市立小学校、市立中学校及び特別支援学校から排

出される機密古紙 

  イ し尿・浄化槽汚泥  

   （ア）収集運搬及び処分の方法及び量  

区分 収集 収集区  収集  収集運搬  収集運搬する  処分の方法  

 する

者 

域の範

囲  

回数  の方法  量  

市収

集し

尿 

市 市全域  おお

むね

２０

日に

１回  

バキュー

ム車によ

る。 

８，０００

ｋｌ  

中継施設へ投

入後、浄化セ

ンターへ圧送

し、消化処理  

自己

搬入

し尿 

排出

者 

市全域  必要

に応

じて

その

都度  

バキュー

ム車によ

る。 

９，０００  

ｋｌ  

中継施設へ投

入後、浄化セ

ンターへ圧送

し、消化処理  

浄化 許可 市全域  必要  バキュー  １８，０００  中継施設へ投  

槽汚

泥 

業者  に応

じて

その

都度  

ム車によ

る。 

ｋｌ  入後、浄化セ

ンターへ圧送

し、消化処理  

   注 浄化槽汚泥のうち馬島及び藍島から排出されるものについては、市

及び許可業者が収集する。  

   （イ）中継施設の概要  

施設名  所在地  浄化センターへの圧

送能力  

西港し尿圧送所  小倉北区西港町２４番地  ２５０ｋｌ／日  

皇后崎し尿投入所  八幡西区夕原町２番４号  ５００ｋｌ／日  

 （３）中間処理  

  ア 処理施設の概要  
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施設名  処理す

る者  

処理

区分 

所在地  処理方式  処理能力  

日明工

場（粗

大ごみ

資源化

センタ

ー） 

市 破砕 小倉北

区西港

町９６

番地の

２  

横型回転式及びせん

断式  

横型回転式  

１５０ｔ  

／５時間  

せん断式  

５０ｔ  

／５時間  

新門司

工場 

市 焼却 門司区

新門司

三丁目

７９番

地  

シャフト炉式ガス化

溶融炉  

７２０ｔ

／２４時間  

      

日明工

場 

市 焼却 小倉北

区西港

町９６

番地の

２  

連続燃焼式  ６００ｔ  

／２４時間  

皇后崎

工場 

市 焼却 八幡西

区夕原

町２番

１号  

連続燃焼式  ８１０ｔ  

／２４時間  

株式会

社新菱

の施設 

 

許可業

者 

焼却 八幡西

区黒崎

城石１

番１号  

ロータリーキルン方

式  

６０ｔ  

／２４時間  

新門司

工場 

市 選別 門司区

新門司

三丁目

７９番

地  

ストックヤード  
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日明か

んびん

資源化

センタ

ー 

 

 

市 選別 小倉北

区西港

町９６

番地の

２  

アルミ缶  

の選別  永久磁石回

転プーリー式  

スチール缶の選別  

 クロスベルト角型

電磁式  

びん及びペットボト

ルの手選別  

 直線ベルトコンベ

ア式 

５２．５ｔ  

／５時間  

紙パック及びトレイの選別  

ストックヤード  

本城か

んびん

資源化

センタ

ー 

市 選別 八幡西

区洞北

町７番

１０号  

アルミ缶の選別  

 永久磁石回転プー

リー式  

スチール缶の選別  

電磁永磁併用吊り

下げ方式  

びん及びペットボト

ルの手選別  

 直線ベルトコンベ

ア式 

６３ｔ  

／５時間  

紙パック及びトレイの選別  

ストックヤード  

北九州

市プラ

スチッ

ク資源

化セン

ター 

市 選別 小倉北

区西港

町８６

番１３

号  

揺動式ふるい  

直線ベルトコンベ

ア式 

６０ｔ／

１２時間  
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  イ 処理する量  

   （ア）ごみ 

    ａ 破砕 

区分 処理する量  

市収集ごみ  ２，７００ｔ  

自己搬入ごみ  １２，４００ｔ 

計 １５，１００ｔ  

     注 市収集ごみは、粗大ごみ及びその他  

     備考 上記以外に直方市の粗大ごみを搬入する。  

    ｂ 焼却 

区分 処理する量  

市収集ごみ  ２０４，０００ｔ  

自己搬入ごみ  １５９，０００ｔ  

計 ３６３，０００ｔ  

許可業者処理ごみ  ４４０ｔ 

動物の死体 ６，５００個  

     注 破砕後の残さを含む。市収集ごみは、家庭ごみ、資源化物、粗

大ごみ及びその他  

     備考 上記以外に直方市、行橋市、みやこ町、中間市、芦屋町、水

巻町、岡垣町及び遠賀町の可燃ごみを搬入する。  

    ｃ 選別 

区分 処理する量  

市収集資源化物  １８，０５０ｔ 

     備考 上記以外に直方市の資源化物（ペットボトル及びプラスチッ

ク製容器包装）を搬入する。  

   （イ）し尿 

区分 処理する量  

市収集し尿  ８，０００ｋｌ  

自己搬入し尿  ９，０００ｋｌ 

計 １７，０００ｋｌ 

     注 全量を浄化センターで消化処理する。  

  （４）最終処分 

   ア 埋立処分 

    （ア）処分場の概要  
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処分場名  響灘西地区廃棄物処分場  

処理する者  市  

所在地  若松区響町三丁目地先  

埋立面積  ５７３，８２９ｍ２  

全体容量  ７，１５０，０００ｍ３  

埋立区域  ２区画及び３区画  

埋立方法  浮桟橋等による埋立て整地  

    （イ）処分する量  

区分 処理する量  

市収集ごみ  ３，１００ｔ  

自己搬入ごみ  ２，３００ｔ  

焼却灰  ４４，０００ｔ  

計 ４９，４００ｔ  
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